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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　トレイ自体の質量を暗号化して表す記号が付された電子部品用トレイの識別方法であっ
て，
　回収された使用済みの電子部品用トレイの質量を測定するステップと，
　前記測定された質量が前記記号を基に設定された質量の許容範囲内か否かによって，こ
の電子部品用トレイが正規のトレイ，正規のトレイと形状が同一または類似する類似トレ
イのいずれであるかを判定するステップと，
を具備することを特徴とする電子部品用トレイの識別方法。
【請求項２】
　前記トレイ本体が，主面上に配置される複数のポケットと，このポケット間に配置され
た複数の格子と，を有する
ことを特徴とする請求項１記載の電子部品用トレイの識別方法。
【請求項３】
　前記複数の格子が，互いに肉厚の異なる格子を含む
ことを特徴とする請求項２に記載の電子部品用トレイの識別方法。
【請求項４】
　前記トレイ本体が，前記主面の反対側の面に配置される複数の補強リブをさらに有する
ことを特徴とする請求項２又は３記載の電子部品用トレイの識別方法。
【請求項５】
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　前記複数の補強リブが，互いに肉厚の異なる補強リブを含む
ことを特徴とする請求項４記載の電子部品用トレイの識別方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子部品用トレイ、及び類似の電子部品用トレイの識別方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、顧客に半導体装置等の電子部品を納入する際には、電子部品用トレイ（以下
、「トレイ」と称する。）を使用することがあるが、近年、環境保全等のため、使用され
たトレイはリユースされている。
【０００３】
　具体的には、顧客から使用済みのトレイが回収され、使用可能なトレイは電子部品メー
カ毎に選別されて、各電子部品メーカに返戻されている。電子部品メーカは、返戻された
トレイに再び電子部品を収納して、顧客に電子部品を納入している。トレイの選別は、品
名やメーカ名等の刻印、樹脂注入口跡の配置等の外観で判断することにより行われている
。
【０００４】
　ところで、現在、トレイメーカが異なるにも関わらず、形状のみならず、品名、メーカ
名、及び樹脂注入口跡の配置等までもが正規のトレイ（以下、「正規トレイ」と称する。
）と同一或いは酷似している類似のトレイ（以下、「類似トレイ」と称する。）が多数存
在している。
【０００５】
　この類似トレイの構成材料は不明であるので、類似トレイには例えば環境に悪影響を及
ぼす有害物質等が含まれている可能性がある。従って、返戻されたトレイの中に類似トレ
イが混在した状態で、再び電子部品をトレイに収納し、顧客に納入してしまうと、混在し
ている類似トレイが原因で、顧客の信頼を失ってしまうおそれがある。
【０００６】
　このようなことから、返戻されたトレイの中に類似トレイが含まれているか否かを識別
する必要があるが、上記のようにメーカ名等までもが同一或いは酷似しているので、外観
から識別することは非常に困難となっている。
【０００７】
　ここで、トレイにトレイのＩＤ、メーカ名、品番、電子部品の品名、数量、及びロット
番号に関する情報を記憶させたミューチップから成る電子タグを埋め込む技術が開示され
ている（例えば特許文献１参照）。しかしながら、トレイに電子タグを埋め込むには多大
な手間を要し、またコスト高になるので、実用的ではない。
【０００８】
　また、トレイの側面に電子部品の種類等を識別するための記号を付す技術が開示されて
いる（例えば特許文献２参照）。しかしながら、この記号はトレイを積み重ねた場合であ
っても、そのままの状態で、どのトレイがどの電子部品に適用するものであるかを容易に
理解させるためのものであり、類似トレイと識別するためのものではない。また、この記
号まで模倣されてしまった場合には、類似トレイとの識別が困難になってしまう。
【特許文献１】特開２００４－２８４６０１号公報
【特許文献２】特開平９－１８８３８３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものである。即ち、類似の電子部品用ト
レイか否かを容易に識別することができる電子部品用トレイ、及び類似の電子部品用トレ
イの識別方法を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一の態様によれば、電子部品を収納するための電子部品用トレイに前記電子部
品用トレイの質量を表す記号が付されていることを特徴とする電子部品用トレイが提供さ
れる。
【００１１】
　本発明の他の態様によれば、電子部品用トレイの質量を表す記号が付された前記電子部
品用トレイの質量を測定する工程と、測定された前記電子部品用トレイの質量が、前記記
号を基に設定された許容範囲内にあるか否かを判別する工程とを具備することを特徴とす
る類似の電子部品用トレイの識別方法が提供される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一の態様による電子部品用トレイ及び本発明の他の態様による類似の電子部品
用トレイの識別方法によれば、類似の電子部品用トレイか否かを容易に識別することがで
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面を参照しながら実施の形態について説明する。図１は本実施の形態に係る正
規の電子部品用トレイの模式的な平面図であり、図２は本実施の形態に係る正規の電子部
品用トレイの模式的な垂直断面図である。
【００１４】
　図１及び図２に示されるように、正規トレイ１は、矩形状のトレイ本体２を備えている
。正規トレイ２は、例えば、樹脂を射出成型等することにより成形されている。
【００１５】
　トレイ本体２の表面側には、半導体装置等の電子部品Ｅを収納する複数のポケット３が
形成されている。ポケット３は格子状に配置されており、ポケット３とポケット３との間
にはポケット３同士を繋ぐ複数の格子４が形成されている。図２に示されるように一部（
例えば数ヶ所）の格子４の肉厚は、他の格子４の肉厚よりも厚くなっている。なお、一部
の格子４の肉厚が他の格子４の肉厚と異なっていればよく、一部の格子４の肉厚が他の格
子４の肉厚よりも薄くなっていてもよい。格子４上面の所定の箇所には、樹脂注入口とし
て使用された樹脂注入口跡５が形成されている。
【００１６】
　トレイ本体２の外周部の裏面には、窪みが形成されており、この窪みには正規トレイ１
の強度を向上させるための補強リブ６が形成されている。図２に示されるように一部（例
えば数ヶ所）の補強リブ６の肉厚は、他の補強リブ６の肉厚より厚くなっている。なお、
一部の補強リブ６の肉厚が他の補強リブ６の肉厚と異なっていればよく、一部の補強リブ
６の肉厚が他の補強リブ６の肉厚よりも薄くなっていてもよい。
【００１７】
　トレイ本体２の外周縁部２ａは下方に向けて突出しており、図２に示されるように外周
縁部２ａの一部の肉厚は外周縁部２ａの他の部分の肉厚より厚くなっている。なお、外周
縁部２ａの一部の肉厚が外周縁部２ａの他の部分の肉厚と異なっていればよく、外周縁部
２ａの一部の肉厚が外周縁部２ａの他の部分の肉厚よりも薄くなっていてもよい。
【００１８】
　トレイ本体２の長手方向の両端部には、正規トレイ１を搬送する際に保持される保持部
７，８が形成されている。図２に示されるように保持部７の肉厚は、保持部８の肉厚より
厚くなっている。なお、保持部７の肉厚が保持部８の肉厚と異なっていればよく、保持部
７の肉厚が保持部８の肉厚よりも薄くなっていてもよい。
【００１９】
　保持部７の表面には、例えば、品名９、メーカ名１０、及び正規トレイ１の質量を表す
記号１１等が刻印により付されている。記号１１は、保持部７に質量を暗号化したもので
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ある。記号１１としては、例えば、アルファベット等の文字、数字、マーク、及び絵柄等
の少なくともいずれかから構成されたものが挙げられる。
【００２０】
　具体的には、例えば、正規トレイ１の質量が１００ｇであった場合には、「１００ｇ」
という質量を暗号化した「ＢＡＡ」（ここで、Ａは０を表し、Ｂは１を表している。）と
いう記号１１が保持部７に付されている。なお、記号１１を暗号化せずに例えば「１００
」という正規トレイ１の質量を直接表す数字を保持部７に付してもよい。また、正規トレ
イ１の質量を表す記号１１は、正規トレイ１のいずれかの箇所に付されていればよく、例
えば刻印タブ等に付されていてもよい。
【００２１】
　以下、類似トレイの識別方法について説明する。なお、類似トレイは、正規トレイ１と
形状が同じであるとともに正規トレイ１と品名、メーカ名、記号等が全て同じ或いは酷似
しているものとする。
【００２２】
　まず、トレイに付されている暗号化された記号を解読して、トレイの質量を求め、この
質量を含み、かつ正規トレイ１であるとみなすことができる許容範囲（例えば、正規トレ
イ１に付されている記号から正規トレイ１の質量が１００ｇであると求めた場合には、９
９ｇ以上１０１ｇ以下の範囲）を設定する。
【００２３】
　次いで、トレイの質量を実際に測定する。最後に、実際測定したトレイの質量が許容範
囲内にあるか否かを判別する。ここで、正規トレイ１であれば、実際測定されたトレイの
質量は記号１１を解読することにより求められた質量とほぼ一致する。このため、トレイ
が正規トレイ１である場合には、許容範囲内に存在する可能性が高い。一方、類似トレイ
は、正規トレイ１と構成材料が異なるため、正規トレイ１の形状及び記号等と同じ或いは
酷似していても、実際測定したトレイの質量は記号を解読することにより求められた質量
と一致しない。このため、トレイが類似トレイである場合には、許容範囲内に存在しない
可能性が高い。このようにして、類似トレイか否かを識別する。
【００２４】
　本実施の形態では、正規トレイ１に正規トレイ１の質量を表す記号１１を付しているの
で、類似トレイの形状が正規トレイと同じであり、かつ正規トレイ１と同一或いは酷似し
た記号が類似トレイに付されていた場合であっても、トレイの質量を測定するだけで、類
似トレイか否かを識別することができる。なお、類似トレイに質量を表す記号が付されて
いない場合や付されているが酷似していない場合には、質量を測定するまでもなく、外観
で類似トレイであると識別することができる。
【００２５】
　本実施の形態では、正規トレイ１の質量を表す記号１１が質量を暗号化したものである
ので、記号１１が正規トレイ１の質量を表しているということが気付かれ難く、より巧妙
な類似トレイの製造を防止することができる。
【００２６】
　本実施の形態では、格子４、補強リブ６、外周縁部２ａのように一部の肉厚を変えるこ
とにより、又は保持部７の肉厚を変えることにより、正規トレイ１を所望の質量に調節す
ることができる（例えば肉厚を変えない場合と比べて５ｇ程度重くすることができる。）
。これにより、形状及び質量を表す記号等の他、構成材料までもが正規トレイ１と同一或
いは酷似している場合であっても、正規トレイ１と類似トレイとに質量差を形成すること
でき、類似トレイを識別することができる。この場合、肉厚を変えたのは一部だけであり
、また肉厚を変えたということは外観上容易に認識できるものではないので、肉厚が異な
る部分が存在するということは気付かれ難く、より巧妙な類似トレイの製造を防止するこ
とができる。
【００２７】
　本発明は上記実施の形態の記載内容に限定されるものではなく、構造や材質、各部材の
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【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は実施の形態に係る正規の電子部品用トレイの模式的な平面図である。
【図２】図２は実施の形態に係る正規の電子部品用トレイの模式的な垂直断面図である。
【符号の説明】
【００２９】
　Ｅ…電子部品、１…正規トレイ、２…トレイ本体、２ａ…外周縁部、３…ポケット、４
…格子、６…補強リブ、７…保持部、１１…記号。

【図１】

【図２】
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